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住宅取得資金に係る贈与税
非課税制度の適用要件の
注意点について

別紙別紙別紙別紙①①①①
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� 住宅取得資金に係る直系の親、祖父母からの贈与について贈与
税を非課税とする制度

� 平成２２年度税制改正によって贈与税非課税枠が拡大されてい
る。(※平成２２年１月１日の贈与より適用)

(改正前改正前改正前改正前) 　　　　

500万円まで

※※※※受贈者受贈者受贈者受贈者のののの　　　　
　　　　 　　　　

所得要件所得要件所得要件所得要件

　　

なしなしなしなし

(平成平成平成平成22年度年度年度年度改正案改正案改正案改正案)　　　　　　　　
平成22年1月1日～平成22年12月31日までの贈与
　　 1,500万円万円万円万円までまでまでまで非課税非課税非課税非課税
平成23年１月１日～平成23年12月31日までの贈与
　　　1,000万円万円万円万円までまでまでまで非非非非課税課税課税課税　　　　　　　　　　　　　　　　

※※※※受贈者受贈者受贈者受贈者のののの所得制限所得制限所得制限所得制限ありありありあり
贈与贈与贈与贈与をををを受受受受けたけたけたけた年年年年のののの合計所得金額合計所得金額合計所得金額合計所得金額がががが2000万円以下万円以下万円以下万円以下

であることであることであることであること。。。。

贈与者贈与者贈与者贈与者　　　　　　　　父父父父・・・・母母母母・・・・ 祖父祖父祖父祖父・・・・祖母祖母祖母祖母 受贈者受贈者受贈者受贈者　　　　　　　　子子子子・・・・孫孫孫孫贈与

◆◆◆◆住宅取得資金住宅取得資金住宅取得資金住宅取得資金にににに係係係係るるるる贈与税非課税制度贈与税非課税制度贈与税非課税制度贈与税非課税制度とはとはとはとは
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◆◆◆◆住宅取得資金贈与住宅取得資金贈与住宅取得資金贈与住宅取得資金贈与のののの非課税制度非課税制度非課税制度非課税制度にににに係係係係るるるる運用上運用上運用上運用上のののの注意点注意点注意点注意点

　　　　 対象対象対象対象となるとなるとなるとなる敷地敷地敷地敷地のののの範囲範囲範囲範囲はははは限定限定限定限定

【【【【適用要件適用要件適用要件適用要件のののの注意点注意点注意点注意点】
住宅取得等資金の贈与税非課税の適用対象となるのは住宅用家屋の及び住宅の取得とともに
供する敷地(土地)。ただし「「「「住宅住宅住宅住宅のののの取得取得取得取得とともにとともにとともにとともに敷地敷地敷地敷地」」」」のののの範囲範囲範囲範囲はははは限定限定限定限定されているされているされているされている。。。。

☆☆☆☆対象対象対象対象となるとなるとなるとなる「「「「敷地敷地敷地敷地」」」」のののの範囲範囲範囲範囲
「「「「租税特別措置法租税特別措置法租税特別措置法租税特別措置法（（（（相続税法相続税法相続税法相続税法のののの特例関係特例関係特例関係特例関係））））のののの取扱取扱取扱取扱いについていについていについていについて」（」（」（」（法令解釈通達法令解釈通達法令解釈通達法令解釈通達））））のののの一部改正一部改正一部改正一部改正のののの
あらましあらましあらましあらまし租税特別措置法第租税特別措置法第租税特別措置法第租税特別措置法第70条条条条のののの2関係関係関係関係　　　　(平成平成平成平成21年年年年11月月月月27日日日日国税庁発表国税庁発表国税庁発表国税庁発表)よりよりよりより抜粋抜粋抜粋抜粋

(1)(1)(1)(1)住宅用家屋住宅用家屋住宅用家屋住宅用家屋のののの新築新築新築新築のののの場合場合場合場合
①土地の分譲業者から土地を取得し、その業者との間でその土地の上に住宅用家屋を
　 新築する請負契約を締結した場合の土地等　　　　　　　　　　　　　　　　　→→→→非課税非課税非課税非課税のののの対象対象対象対象○○○○
②住宅用家屋の新築請負契約の締結を条件に取得した土地等(いわゆる停止条件付き売地)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→→→→非課税非課税非課税非課税のののの対象対象対象対象○○○○
(2)(2)(2)(2)住宅用家屋住宅用家屋住宅用家屋住宅用家屋のののの取得取得取得取得のののの場合場合場合場合 いわゆる建売住宅、分譲マンション等の土地等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→→→→非課税非課税非課税非課税のののの対象対象対象対象○○○○

※※※※建築条件無建築条件無建築条件無建築条件無しのしのしのしの土地土地土地土地のののの先行取得資金先行取得資金先行取得資金先行取得資金。。。。←←←←非課税非課税非課税非課税のののの対象対象対象対象××××

上記以外上記以外上記以外上記以外はははは非課税対象外非課税対象外非課税対象外非課税対象外！！！！
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　具体例具体例具体例具体例によるによるによるによる運用上運用上運用上運用上のののの注意点注意点注意点注意点　適用と一部不適用の場合の対比

贈与を受けた　　　
1500万円について　　

贈与税非課税制度の
適用可

税務署
①【建築条件付売地建築条件付売地建築条件付売地建築条件付売地のののの場合場合場合場合】

②【建築条件無建築条件無建築条件無建築条件無しのしのしのしの売地売地売地売地のののの場合場合場合場合】】】】
※※※※土地土地土地土地のののの売主以外売主以外売主以外売主以外のののの者者者者とととと別途請負契約別途請負契約別途請負契約別途請負契約をををを締結締結締結締結するするするする場合場合場合場合

平成22年12月新築住宅完成

建物価格　1000万円

購入資金　

親親親親からのからのからのからの贈与贈与贈与贈与500万円万円万円万円

住宅ローン500万円

平成22年12月新築住宅完成

建物価格　1000万円

購入資金　

親親親親からのからのからのからの贈与贈与贈与贈与500万円万円万円万円

住宅ローン500万円

税務署

贈与を受けた建物分500

万円についてだけ贈与税
非課税制度の適用可　
(土地土地土地土地のののの分分分分1000万円万円万円万円にににに　　　　

ついてはついてはついてはついては不可不可不可不可)

住宅請負契約
　　　　締結

住宅請負契約
　　　　締結

平成22年6月

建築条件付売地購入

土地代金　1000万円

購入資金購入資金購入資金購入資金　　　　全額全額全額全額（（（（1000万円万円万円万円）　）　）　）　 　　　　

親親親親からのからのからのからの贈与贈与贈与贈与

平成22年6月

建築条件無しの売地購入

土地代金　1000万円

購入資金購入資金購入資金購入資金　　　　全額全額全額全額（（（（1000万円万円万円万円）　　）　　）　　）　　

親親親親からのからのからのからの贈与贈与贈与贈与

（（（（例例例例））））親親親親からからからから１５００１５００１５００１５００万円贈与万円贈与万円贈与万円贈与をををを受受受受けたけたけたけた場合場合場合場合


